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新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示） 

 

 予防接種法（昭和 23年法律第 68号）附則第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり新型コ

ロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行うことを指示する。 

 

記 

 

１ 対象者 

 貴市町村（特別区を含む。）の区域内に居住する 16歳以上の者 

 

２ 期間 

 令和３年２月 17日から令和４年２月 28日まで 

 

３ 使用するワクチン 

（１） コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年２月 14 日にファ

イザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和 35年法律第 145号。以下「法」という。）第 14条の承認を受けたものに限る。） 

（２） コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ―ＣｏＶ―２）（令和３年５月 21 日に武田

薬品工業株式会社が法第 14条の承認を受けたものに限る。） 

 

ただし、（２）については、上記１のうち 16 歳以上 18 歳未満の者に対して行う接種において

は使用しないこと。 

 

以上 


